
様式第 1号 

会 議 録 

会議の名称 令和 7年度 所沢市要保護児童対策地域協議会 第 3回 実務者会議 

開 催 日 時 令和 8年 2月 12日（木） 13時 30分～15時 00分 

開 催 場 所 所沢市役所 604会議室 

出 席 者 楠 芳郎   （埼玉県所沢児童相談所） 

村松 大晴  （埼玉西部消防組合） 

落合 俊也  （埼玉西武消防組合） 

古川 晃子  （埼玉県狭山保健所） 

大村 祐子  （防衛医科大学校病院） 

小林 治   （所沢市医師会） 

巣瀬 賢一  （所沢市歯科医師会） 

土井 和子  （埼玉県助産師会所沢地区） 

高橋 祐二  （所沢市社会福祉協議会） 

畑中 清子  （所沢市幼児教育振興協議会） 

永井 幹之  （さいたま地方法務局所沢支局） 

齊藤 やよい （埼玉県立所沢特別支援学校） 

伊東 真吾  （所沢市教育委員会学校教育部学校教育課） 

加藤 法祥  （所沢市教育委員会学校教育部学校教育課） 

綾部 貴志  （所沢市立小学校教頭代表） 

浅沼 賢一  （所沢市立中学校教頭代表） 

細淵 健   （所沢市経営企画部企画総務課） 

加賀屋 浩介 （所沢市福祉部生活福祉課長） 

田井 浩介  （所沢市こども未来部こども支援課） 

藤澤 祐介  （所沢市こども未来部こども福祉課） 

仲 修一   （所沢市こども未来部青少年課） 

東 和秀   （所沢市こども未来部保育幼稚園課） 

松井 優子  （所沢市こども未来部こども家庭センター） 

欠 席 者 大野 慎之介 （埼玉県所沢警察署） 

小穴 愼二  （西埼玉中央病院） 

柴田 さなえ （所沢市民生委員・児童委員連合会） 

木村 幸子  （所沢人権擁護委員協議会所沢部会） 

原口 広美  （青少年育成所沢市民会議） 

一色 義直  （所沢市健康推進部健康管理課） 

説明者の職・氏名 なし  

議 題  議題 

（１）令和 7年度の目標に対する評価（案）について 

（２）令和 8年度の目標（案）について 

（３）取り扱いケースの支援状況について 



会 議 資 料 ・所沢市要保護児童対策地域協議会 第 3回実務者会議 次第 

・令和 7年度の目標に対する評価（案） 

・令和 8年度の目標（案） 

・令和 7年度 要保護児童対策地域協議会実務者会議進行管理部会 

開催状況 

・所沢市児童虐待対応マニュアル P15～21抜粋資料 

・令和 7年度 養育支援訪問事業導入検討ケース一覧≪非公開≫ 

・要保護児童対策地域協議会ケース進行管理台帳≪非公開≫ 

・要保護児童対策地域協議会実務者会議終了者一覧≪非公開≫ 

担当部課名 こども家庭センター：美甘主幹、矢野副主幹、金森主任、桑原保健師、 

小林主任 

【事務局】：こども未来部 こども家庭センター こども相談担当 

電話 04-2991-1824 

 



様式第 2号 

 

発言者 審議の内容（審議経過・決定事項等） 

美甘主幹 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

矢野副主幹 

 

 

 

 

 

 

楠委員 

 

 

矢野副主幹 

 

 

 

 

 

小林主任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 開会 

事務局が開会。 

 

2 議題 

以下、議長（こども未来部松井こども家庭センター長）が進行。委員

より以下の承認を得た。 

○本日の議題について、（1）（2）は公開、（3）は個人情報を取り扱

うため非公開とする。 

○会議録は、要約方式で記録し、発言者名・答弁者名は明記する。 

○会議録は議長の承認をもって確定する。 

 

（1）令和 7年度の目標に対する評価（案）について 

「資料 令 7年度の目標に対する評価（案）」に沿って、 

・子どもの最善の利益の尊重、子どもの安全確認の徹底 

・児童虐待の未然防止及び早期対応 

・児童虐待を見逃さない地域づくり 

・関係機関との連携強化 

の各項目の実績と評価について説明した。 

 

令和７年度の目標に対する評価（案）について、「子ども」の表記を

「こども」に統一してほしい。 

 

了承。 

 

⇒令和 7年度の目標に対する評価（案）については、原案のとおり令和

8年度の代表者会議に提出することが承認された。令和 7年 12月時点の

数値になっている箇所については、年度末に修正して提出する。 

 

（2）令和 8年度の目標（案）について 

「資料 令和 8年度の目標（案）」に沿って説明した。令和 7年度から

の変更点として、 

・（２）児童虐待の未然防止及び早期対応 

①こども家庭センタ－を設置したことで、児童福祉部門（こども相談

担当）と母子保健（妊娠・出産担当、母子保健担当）が強固に連携し情

報共有を図れている。 

・（３）児童虐待を見逃さない地域づくり 

 ①あらゆる機会を利用して市民等に対して相談・通告窓口の周知を図

るほか、１１月のオレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーンには、

市民や事業者に向けて啓発活動を行い、児童虐待防止に向けた理解を深

めるとともに、地域で支え合い楽しく前向きに子育てできるような地域

づくりを進める。 



 

 

 

 

 

 

 

 

金森主任 

 

 

 

矢野副主幹 

 

 

 

 

楠委員 

 

矢野副主幹 

②ヤングケアラー支援の施策を推進していくため、学校等の関係機関

を通じてアンケート等による実態把握を行う。併せて、１１月の児童虐

待防止推進キャンペーンにおいてヤングケアラーについてパネル展示

等で周知を図る。 

を挙げた。 

⇒令和 8年度の目標（案）については、原案のとおり令和 8年度の代表

者会議に提出することが承認された。 

 

(3) 取扱いケースの支援状況について 

※個人情報を取り扱うため非公開 

 

３ その他 

 「所沢市児童虐待対応マニュアル P15～21」に関する記載内容の確認

依頼である。修正がある機関は期日までに事務局まで連絡をしてほし

い。全ての修正が終わった後、順次最新のマニュアルを配布する予定で

ある。 

 

P15～21以外の修正があった場合はどうするか。 

 

P15～21 以外の箇所についても、修正が必要と思われる場合はこども

家庭センターこども相談担当まで連絡がほしい。 

 

4 閉会 

 事務局が閉会 

 

 


